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昨
年
１
月
〜
12
月
に
納
め
た
国

民
年
金
保
険
料
と
国
民
年
金
基
金

の
掛
金
は
、
市
・
都
民
税
や
所
得
税

申
告
の
と
き
、社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

　
申
告
に
は
、昨
年
11
月
に
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た「
社
会
保

険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証

明
書
」を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
控

除
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
月
分
以

外
に
も
納
付
し
た
場
合
や
、家
族
の

分
を
納
付
し
た
場
合
は
、そ
の
領
収

証
書
も
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、昨
年
10
月
１
日
〜
12
月
31

日
に
、昨
年
中
初
め
て
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
し
た
方
に
は
、２
月
上

旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
控
除
証

明
書
を
送
付
し
ま
す
。

☆
国
民
年
金
に
つ
い
て
詳
し
く

は
、
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
☎
０
５
７
０-

003-

004
、
ま
た

は
、
立
川
年
金
事
務
所
☎
042-

523-

０
３
５
２
へ
。

☆
国
民
年
金
基
金
に
つ
い
て
詳
し

く
は
、
全
国
国
民
年
金
基
金
東
京

支
部
☎
０
１
２
０-

65-

４
１
９
２

へ
。

◉
国
民
年
金
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

◉
高
齢
者
の
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
発
行
し
ま
す

　

次
の
認
定
要
件
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
65
歳
以
上
の
方
に
、
市
・
都

民
税
、所
得
税
の
申
告
に
必
要
な
障

害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
発
行

し
ま
す
。

◇
認
定
要
件

＊
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
な
い

（
お
持
ち
の
方
は
申
告
時
に
手
帳

の
提
示
に
よ
り
控
除
可
）

＊
介
護
保
険
の
要
介
護
１
〜
５
の

認
定
を
受
け
て
い
る

＊
市
の
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

基
準
に
該
当
す
る（
事
前
に
介
護

福
祉
課
認
定
担
当
に
問
い
合
わ

せ
を
）

◇
申
請　

介
護
保
険
証
と
印
鑑
を

持
っ
て
、市
役
所
介
護
福
祉
課
へ

※
代
理
人
の
方
は
、本
人
確
認
で
き

る
書
類
、
印
鑑
、
対
象
者
の
介
護

保
険
証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、介
護
福
祉
課
認
定
担

当
へ
。

市
・
都
民
税
、
所
得
税
の
申
告
を
す
る
方
へ

     

総
合
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
制
度
と

は
　
市
政
な
ど
に
関
す
る
苦
情
を
、
公

正
で
中
立
的
な
立
場
の
オ
ン
ブ
ズ

パ
ー
ソ
ン（
語
源
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

語
で
、
市
民
に
代
わ
っ
て
権
利
を
守

る
人
）が
迅
速
に
調
査
し
解
決
す
る

制
度
で
す
。

　
必
要
に
応
じ
て
、市
な
ど
に
対
し
、

意
見
、
勧
告
、
制
度
の
改
善
を
提
言

し
ま
す
。

苦
情
申
し
立
て
の
対
象

　
市
が
行
っ
て
い
る
業
務
や
職
員
の

     

行
為
に
対
し
て
、違
法
、不
適
当
な
ど

と
感
じ
た
場
合
、
自
身
の
利
害
に
関

す
る
こ
と
な
ら
、
ど
な
た
で
も
苦
情

を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
た
こ

と
、
裁
判
な
ど
で
係
争
中
の
こ
と
ま

た
は
確
定
し
た
こ
と
、
議
会
に
関
す

る
こ
と
な
ど
を
除
き
ま
す
。

　
市
の
機
関
だ
け
で
な
く
、
市
と
協

定
を
結
ん
だ
公
共
的
団
体
、
民
間
福

祉
事
業
者
、
私
立
保
育
園
な
ど
も
対

象
に
な
り
ま
す
。
協
定
を
結
ん
で
い

る
公
共
的
団
体
な
ど
の
一
覧
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン・人
権
担
当

へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

苦
情
申
し
立
て
の
方
法

　
苦
情
申
立
書（
市
の
施
設
に
あ
り
／

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
可
）を
、市
役
所
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー

ソ
ン
・
人
権
担
当
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
郵
送（
専
用
封
筒
あ
り
）や

フ
ァ
ッ
ク
ス
544
５
１
２
１
で
も
提
出

で
き
ま
す
。

調
査
の
結
果

　
結
果
は
、
苦
情
を
申
し
立
て
た
方

に
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

　
ま
た
、
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
が
市

に
対
し
て
、
意
見
、
勧
告
、
提
言
を

し
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
と
、
市
が

行
っ
た
是
正
な
ど
の
措
置
も
報
告
し

ま
す
。

苦
情
に
関
す
る
相
談
は
オ
ン
ブ
ズ

パ
ー
ソ
ン
相
談
へ

　
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
に
よ
る
相
談

（
月
４
回
／
予
約
制
）を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
相
談
日
は「
広
報
あ
き
し
ま
」の
毎

月
１
日
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン・

人
権
担
当
へ
。

市
政
な
ど
へ
の
苦
情
申
し
立
て
は

オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
へ

苦情対応の流れ

②調査、
　是正勧告、
　 制度改善
の提言

苦情申立人

⑤
市
民
へ
の
公
表

①苦情の
　申し立て

④調査結果の通知

オンブズパーソン

＊市の機関
＊ 市と協定を結ん
だ公共的団体、
民間福祉事業者
など

③勧告などに
　対する
　措置の報告


